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規　
則

○
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
五
・
市

　

町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
六
・

　

医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例
施
行
規

　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
七
・
産
業
経
済
政
策
課
）
…
…
…
…
１

　
　
告　
示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
三
五
一
・
福
祉
政
策
課
）
…
１

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
（
三
五
二
・
秋
田
地
域
振
興

　

局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
三
五
三
・
平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
２

　
　
公　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政

　

策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
同
意
（
仙
北
地
域
振
興
局

　

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
同
意
（
雄
勝
地
域
振
興
局

　

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
一
二
二
）
…
…
…
…
３

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

秋
田
県
規
則
第
四
十
五
号

　
　
　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
表
中
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
十
二
号

と
し
、
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

秋
田
県
規
則
第
四
十
六
号

　
　
　

秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
六
項
中
「
入
学
し
た
者
」
を
「
入
学
し
た
も
の
」
に
、
「
社
会

福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則
」
を
「
社
会
福
祉
士
介
護
福

祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
」
に
、
「
に
定
め
る
基
礎
分
野
」
を
「
又
は
社
会

福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労

働
省
令
第
二
号
）
別
表
第
四
に
定
め
る
人
間
と
社
会
の
領
域
」
に
、
「
学
院

に
お
け
る
授
業
科
目
」
を
「
別
表
第
三
号
に
定
め
る
基
礎
分
野
の
授
業
科

目
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
中
「
学
校
保
健
法
施
行
規
則
」
を
「
学
校
保
健
安
全
法
施
行

規
則
」
に
、
「
第
十
九
条
に
定
め
る
伝
染
病
に
罹
患
し
た
と
き
、
罹
患
し
た

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
又
は
罹
患
す
る
」
を
「
第
十
八
条
に
定
め
る
感
染
症
に

か
か
つ
た
と
き
、
か
か
つ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
き
又
は
か
か
る
」
に
改
め

る
。

　
　
　
附　
則

１　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）

第
三
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院

に
入
学
し
た
も
の
に
係
る
単
位
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る

改
正
前
の
秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
第
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

秋
田
県
規
則
第
四
十
七
号

　
　
　

秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例
施
行
規

　
　
　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
五
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
」

に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

１　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導

入
促
進
基
金
条
例
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
以
後
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸

し
付
け
ら
れ
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

秋
田
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
五
十
四
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介

護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

九　

自
動
車
取
得
税

の
賦
課

　

県
税
条
例
第
百
五
条
第
一
項
又
は
第
百
六
条

に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
の
納
税
義
務
者

十　

軽
油
引
取
税
の

賦
課

㈠　

県
税
条
例
第
百
十
六
条
第
四
項
若
し
く
は

第
五
項
又
は
第
百
十
七
条
第
一
項
第
三
号
か

ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
軽
油
引
取
税
の

納
税
義
務
者

㈡　

県
税
条
例
第
百
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者

㈢　

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
十
二
第
四

項
又
は
第
百
四
十
四
条
の
二
十
五
第
五
項
に

規
定
す
る
軽
油
引
取
税
の
納
税
義
務
者

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示



２
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秋
田
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

施
行
者
の
名
称　

横
手
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称　

　
　

横
手
都
市
計
画
道
路
事
業　

三
・
四
・
五
号　

中
央
線

三　

事
業
施
行
期
間　

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
四　

事
業
地

　

㈠　

収
用
の
部
分

　
　
　

横
手
市
本
町
地
内
並
び
に
二
葉
町
地
内

　

㈡　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

　
　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
定
款
変

更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
四
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

子
育
て
・
高
齢
者
介
護
サ
ポ
ー
ト
「
ば
っ
け

の
会
」

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

松　

村　

康　

子

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

秋
田
市
南
通
亀
の
町
一
番
─
二
十
五
号

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
少
子
高
齢
化
の
進
ん
だ
現
代
社
会
に
お
い
て
、
行
政
の

隙
間
で
あ
る
〇
才
か
ら
三
才
ま
で
の
お
子
様
と
そ
の
保
護
者
、
幼
稚
園
・

保
育
園
等
の
待
機
児
童
と
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
の
子
育
て
支
援
と
地
域

の
高
齢
者
が
生
き
生
き
と
安
心
し
て
生
活
が
出
来
る
街
づ
く
り
を
め
ざ
し

老
若
男
女
が
共
に
ふ
れ
あ
う
集
い
の
場
の
形
成
。
並
び
に
介
護
が
必
要
な

高
齢
者
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
に
は
訪
問
介
護
に
よ
る
福
祉
の
向
上
を

図
り
、
男
女
共
同
参
画
の
意
識
啓
発
を
推
進
し
、
子
育
て
・
高
齢
者
介
護

の
援
助
活
動
を
通
し
て
男
女
の
差
別
な
く
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
を

目
指
し
、
二
十
一
世
紀
の
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
。
実
践
活
動

を
通
し
て
、
人
間
性
豊
か
な
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

六　

定
款
の
変
更
内
容

　

㈠　

事
業

　

㈡　

役
員
の
種
別
及
び
定
数

　

㈢　

役
員
の
任
期
等

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

あ
に
社
協
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人　

北
秋
田
市
社
会
福
祉
協

議
会　

会
長

北
秋
田
市
阿
仁
銀
山
字
下
新
町
四
十
一―

一

介
護
予
防
訪
問
介
護

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日

医
療
法
人　

和
成
会　

平
成
館

医
療
法
人　

和
成
会　

理
事
長

大
館
市
片
山
町
三
丁
目
十
二
番
三
十
号

短
期
入
所
療
養
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日

ク
ロ
ー
バ
ー
調
剤
薬
局

有
限
会
社　

サ
ワ
ハ
タ
企
画　

代
表
取
締

役

由
利
本
荘
市
川
口
字
高
花
百
六
番
四

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

道
路
の
延
長

道
路
の
幅
員

指
定
年
月
日

秋
田
市
八
橋
本
町
三
丁
目
十
八
番
三
十
三
号

株
式
会
社　

む
つ
み
ワ
ー
ル
ド

　

代
表
取
締
役　

佐
々
木　

克
巳

潟
上
市
天
王
字
追
分
西
四
番
七

三
十
・
八
八
メ
ー
ト
ル

四
・
六
メ
ー
ト
ル

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

秋
田
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建

築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
十
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
仙
市

か
ら
協
議
が
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
太
田
田
園
地
区
む
ら
づ
く
り
交
付
金

（
農
村
振
興
総
合
整
備
統
合
補
助
事
業
）
）
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
平
成

二
十
一
年
七
月
二
十
二
日
同
意
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
成
瀬

村
か
ら
協
議
が
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
成
瀬
東
部
地
区
中
山
間
地
域
総
合

整
備
事
業
）
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日
同
意

し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

秋
選
管
告
示
第
百
二
十
二
号

　

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

　
　
　

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部

を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
中

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

介
護
老
人
保
健
施
設
八

乙
女
荘

大
仙
市
長
野
字
野
口
前
二
十
三
番
地

介
護
老
人
保
健
施
設
八

乙
女
荘

大
仙
市
長
野
字
野
口
前
二
十
三
番
地

介
護
老
人
保
健
施
設
田

沢
の
郷

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
上
清
水
六

百
九
十
八
番
地



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


